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1. 問題意識と研究目的 

 近年、多くの地域が人口を減らし、持続可能性すら危ぶまれている。人口減少や経済力

の低下は、伝統的な村落や農地によって形成される農村景観の維持を困難にする。農業を

営む農業従事者にとって景観を形成する農地は営農活動による私的な便益をもたらすが、

村落や農地によって形成される農村景観は居住者や来訪者といった不特定多数に対して憩

いの場といった利用価値やアイデンティティの向上など、多様な便益をもたらす可能性が

ある。このような社会的な便益を持つ景観は対価の回収が困難であることを示す「非排除

性」と他者と競合せず複数人が同時に消費可能であるという「非競合性」という公共財の

特徴を持つと判断できる。この特徴は供給やその費用負担において政府が関与する必要性

を示唆しているが、直ちに公的支援を正当化するものではない。自治体が農村景観に関わ

る政策のあり方を判断するためには、農村景観から発生する多様な便益を整理し、それら

の便益を適正に評価することが求められる。しかしながら、景観がもたらす便益の顕在化

が困難であることから、科学的根拠に基づいた政策判断ができず、景観の保全活動に関す

る事業は財政状況の厳しさや社会的風潮によって左右され、極めて不安定である。以上の

問題意識から、本研究は農村景観による便益を体系化し、適切な評価方法を検討すること

を目的とする。 

 本研究の構成は以下の通りである。第 2 節では、便益の体系化と本研究で取り上げる評
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価方法を選択し、第 3 節では仮想評価法を用いて農村景観の便益を計測する。なお、本研

究で対象とする農村景観は国東市国東町旭日地区に位置する美迫池を対象とする。最後に

第 4 節では分析結果を踏まえた政策的意味合いを述べる。 

 

2．便益の推定方法の選択 

（1）便益の体系化 

 村落や農地によって形成される農村景観の便益について整理する。農地は農業従事者

（個人）が費用を負担することで農業を営み、その対価として収入を得ることができる。

さらに個人が負担して作られた農地によって形成される農村景観は、居住者や来訪者に対

して、「美しい」と感じさせる効果や地域の文化的環境やアイデンティティの向上など、

様々な社会的な便益をもたらす。そのような社会的な便益を「外部便益」と呼び、対価を

支払わなくても享受できる「非排除性」を持つ。また、景観は複数人が同時に消費可能で

あり、利用者が増えても追加的な費用がゼロである「非競合性」を持つことから、追加的

な利用者を排除しない方が良いといえる。このような不特定多数が得られる外部便益は非

市場価値（市場を通さない価値）であり、金銭的な効果は現れない。したがって、農業を

営む農業従事者は、収入である私的便益と私的費用のみを比較し、外部便益を考慮しない。

その結果、農業従事者の高齢化や生産費用の高騰、農作物の需要減少などによって農地が

縮小された場合、景観を維持できず、同時に外部便益も縮小することになる。したがって、

農業従事者が享受する個人の便益と居住者や来訪者が享受する外部便益を合わせた社会全

体の便益の最大化を実現するためには、目に見えない外部便益を考慮し、景観維持のため

の公的支援が求められる。 

 不特定多数が享受する農村景観の外部便益をさらに体系化する。井上・真鍋他（2020）

では、景観による主観的評価として、「美しい」と感じさせる審美的価値や「癒やし」を

当てる療養的価値、伝統を伝える歴史的価値、様々な生物が生きている生物的価値など、

景観から生じる価値を類型化している。そのうち、本研究では図 1 のように、審美的価値

や療養的価値など、個人が実際に利用することで得られる価値を「直接利用価値」と定義

する。富山県五箇山合掌造り集落を対象とした垣内・西村（2004）や広島県宮島を対象と

した児玉・玉澤他（2007）が示す非利用価値には、本人が将来使用する予定のケースや本

人非使用のケースが含まれている。本研究では、本人の将来の使用や他人の使用を動機と

する「未使用価値」と、地域のイメージアップといった今後も使用することがない人も享

受できる「不使用価値」に分類する。「未使用価値」には、本人が現時点で使用していな

いが「いずれ使うであろう」という選択肢（オプション）を持つことから発生する価値を

示す「オプション価値（option value）」がある。また、利己的な動機から生まれる価値に

対し、将来世代の使用への期待から発生する価値である「遺贈価値（bequest value）」、他

者の使用を期待することから発生する価値である「代位価値（vicarious value）」のような

利他的な動機から発生する価値を含む。「不使用価値」には地域のアイデンティティや文
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化的環境の向上、誇りの強化などを示す「威信価値（prestige value）」があり、寺田・垣内

（2007）による検証の結果、倉敷市の大原美術館には威信価値が存在することを明らかに

している。なお、農村景観が存在することで観光客が増加し、周辺の商店の販売額が増加

するといった経済波及効果（経済学では金銭的外部性という）をもたらすことも考えられ

るが、その効果に対する費用は市場を通して負担されることから便益として考慮しない。 

 

図 1 便益の体系化 

 

 

（2）推定方法の選択 

 外部便益を金銭的に評価する方法は大きく分けて、「顕示選好法」と「表名選好法」が

ある。顕示選好法とは、個人の実際の行動結果に基づいた分析方法であり、既存のデータ

から間接的に便益を評価する方法である。顕示選好法には、表 2 に示した通り、①代替法、

②ヘドニック・アプローチ、③トラベルコスト法がある。また、表明選好法とは、個人が

実際に行動していない場合、仮に行動するとしたらどのような結果が想定されるのかをア

ンケート調査などで尋ねることで便益を評価する方法である。表明選好法には、④仮想評

価法、⑤コンジョイント法がある。各手法には強みと弱みがあることから、対象とする便

益の内容を見定め、強みと弱みを踏まえて、その便益に適した計測方法を見定める必要が

ある。 

 前節で取り上げたオプション価値や遺贈価値など、様々な価値を詳細に分析できる方法

として、表明選好法である仮想評価法（Contingent Valuation Method、CVM）が挙げら

れる。顕示選好法であるヘドニック・アプローチ（hedonic approach）は代理市場データ

を使用するため、アンケート調査を用いて便益の情報を収集する仮想評価法よりデータの

収集が容易であるという強みがあるが、様々な価値を詳細に区別できないといった弱みを 
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表 1 各分析手法の強みと弱み 

 

 

持つことから本研究では仮想評価法を選択する。 

 仮想評価法とはアンケート調査を用いて、現状と仮想の状況を比較させ、仮想の状況を

達成する、もしくは現状を保つために支払っても良いと考える金額（支払い意思額

（willingness to pay）、以下 WTP とする）を尋ね、それを便益とする方法である。アンケ

ート調査によって WTP の情報を収集しなければならないことから、外部便益が及ぶ範囲

（アンケート調査の回収範囲）を特定できなかったり、対象の存在は知っていても、立地

場所、規模、内容などの詳細を知らない住民から便益に関する正確な情報を入手すること

が困難であったりするため、その場に訪れたことがない非利用者に対する便益の計測は不

強　　み 弱　　み

① 代替法

対象を私的財に置き換えた

ときに必要となる費用から

評価する。

調査や分析を伴わないので

容易に適用できる。

適切な代替市場財の選定が

難しい。

②

ヘドニッ

ク・アプ

ローチ

便益が土地市場や労働市場

に影響することに着目し、

地価や賃金をもとに評価す

る。

地価などデータを集めやす

い。

地価や賃金を決定する変数

同士が密接な関係にある場

合（多重共線性）は、安定

性が損なわれる。

③
トラベル

コスト法

対象を旅行費用、時間で表

される「価格」を支払って

購入すると考え、評価す

る。

利用価値の評価に適する。

外部不経済が測れない。複

数目的地での行動が含ま

れ、過大評価になる恐れが

ある。

強　　み 弱　　み

④
仮想評価

法

対象の現状と仮想の状況を

比較させ、仮想の状況を達

成するため、もしくは現状

を保つために支払っても良

いと考える「支払い意思

額」を尋ねる。

最も適用範囲が広く、原理

的にあらゆる効果を評価で

きる。

適切な手順を踏まないとバ

イアスが生じ、推定精度が

低下する。

調査の段階でプラスの効果

かマイナスの効果かを設定

しなければならない。

⑤
コンジョ

イント法

対象の状況を変化させた代

替案と負担金を組み合わせ

た複数の仮想状況の中か

ら、どれが良いかを選んで

もらい、「支払い意思額」

を評価する。

同上。効果のプラス・マイ

ナスに関係なく、複数の効

果を同時に評価できる。

適切な手順を踏まないとバ

イアスが生じ、推定精度が

低下する。

手　　法

（a）顕示選好法

（b）表明選好法

手　　法
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得手である。また、アンケート調査は質問者を喜ばすような回答をする「追従バイアス」

などのバイアスが生じる可能性もあり、慎重な調査設問の設計が必要である。 

 

3．仮想評価法による便益評価 

（1）仮想評価法の準備 

① 本研究の調査対象 

 農村景観に対して仮想評価法が適用可能かについて検証するために、調査対象を選択す

る。国東市国東町治郎丸、綱井、重藤によって形成される旭日地区は、クヌギ林とため池

をつなぐ農林水産循環の景観として景観形成重点地区・世界農業遺産モデル地区に指定さ

れている。しかし、旭日地区全域を評価の対象とすると、回答者がイメージする景観が異

なり、正確な評価ができない。したがって、全回答者が同じ対象を評価することが求めら

れることから、本研究はクヌギ林、ため池によって形成される「美迫池」の景観を対象と

する。美迫池は旭日小学校の西側に位置し、上流の高雄池と古池から水路を伝って水を補

給し、下流の迫池、平尾池の水量が不足した際に供給するため池としての役割を持つ。ま

た、池を一周する散策路が設けられ、旭日小学校の児童が世界農業遺産について見学や勉

強をしたり、住民の散策路として活用されている。現在、「池守り」と呼ばれる地元住民

が管理しているが、図 2 に示したように旭日地区の将来人口は年々減少することから、維

持・存続が困難になる可能性がある。 

  

 

図 2 旭日地区の将来人口推移 

 

出所）青山学院大学小地域将来人口推計研究センター「全国小地域別将来人口推計システム」をもとに筆

者が作成。 
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仮想評価法はアンケート調査を実施することから、アンケートの回収範囲を設定しなけ

ればならない。したがって、便益を享受する対象（回収範囲）について検討する。先述の

通り、美迫池について知らない住民から便益に関する正確な情報を入手することは困難で

あり、観光客も便益を生じる可能性があるが、サンプルサイズが不十分である。したがっ

て、本研究では、美迫池を認知している旭日地区の住民を対象とする。したがって、アン

ケートの最初の設問では、美迫池について認知しているかを尋ね、認知していない場合は

回答を終了とする。 

 

② アンケート調査票の作成 

 アンケート調査票の作り方によって、オプション価値や遺贈価値といった様々な価値を

詳細に分析することができる強みを持つ。その一方で、様々なバイアスや恣意性が内在す

る可能性があることから、それらを極力排除できる調査票作成が必要である。 

先述の通り、仮想評価法はアンケート調査によって現状と仮想状況を比較させ、仮想の

状況を達成する、もしくは現状を保つために支払っても良い金額（WTP）を明らかにする

方法である。本研究では既存の景観を対象としているため、「ない状態」から「ある状態」

の仮想市場は想像しにくく、回答者が景観を作るための WTP を正しく申し出ることが困

難である。したがって、「美迫池の景観がなくなったら」というように、「ある状態（現

状）」から「ない状態（仮想）」の状況を設定し、図 3 のように、ある状態（現状）を維

持するための支払い金額を尋ねることで WTP を明らかにする。 

 支払い金額の支払方式を検討する。税方式は、目的税が日本人になじみが薄く、心理的

抵抗感が大きいため回収率が下がる可能性があるなどの問題を抱える。寄付方式も支払い

行為自体に満足を感じ、WTP を高く答えてしまう温情効果や、強制力が弱いために過大

に WTP を提示するなどの問題が生じる。しかし、本研究はそれらの問題については調査

票の作成によって対処可能であることから、寄付方式を用いることとする。 

 

 

図 3 美迫池の景観を対象とした仮想の状況 
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 WTP を尋ねる方法として、バイアスが少ないことで知られる「二段階二項選択方式」

を採用する。二項選択方式は、回答者に対してある金額を提示し、「提示額」と「支払う

と回答する確率」との関係を統計的に分析した上で WTP を推定する。二段階二項選択方

式は、表 2 のように任意の金額を提示し（第一段階）、支払うと答えた回答者にはより高

い金額を、支払わないと答えた回答者にはより低い金額を提示する（第二段階）ことで推

定結果の信頼区間が狭まり、WTP の大きさに関する信頼性が高まるとともに、少ないサ

ンプルでも効率的に便益を評価できるという利点を持つ。ただし、最初に提示する金額が

回答を規定することから、本研究では精度をより高めるために、表 2 の通り、5 パターン

の提示額を設定するとともに、収集データに偏りが生じないよう各回答者に対して、5 パ

ターンのうち 1 つのアンケート調査票を順番に配布した。 

 価値の大きさを決める要因を検証することは、便益増加に向けた政策決定に貢献できる。

したがって、本研究では、オプション価値といった価値の種類や年齢、性別、所得などの

個人属性の情報を入手し、統計的に処理することによって、価値の大きさを決める要因を

導く。以上を踏まえて作成したアンケート調査票は付録に記載する。 

 

表 2 提示金額の設定パターン 

 

 

（2）分析結果 

 旭日地区の住民に対してアンケート調査を実施した結果、50 人の回答が集まった。その

うち、「寄付を資金源とすることがおかしい」「寄付するだけの金銭的余裕がない」「質問

の意味が分からない」といった抵抗回答や記入漏れなどの無効回答が存在する回答は 10で

ある。また、美迫池を「知らない」と答えた回答者は 4 人であり、全回答の 8%である。

したがって、分析に有効な回答は 26 であり、26 サンプルを用いて便益評価を行う。なお、

回答者は35歳、37歳の2人を除き、40歳代は42.3%、50歳代は3.8%、60歳代は26.9%、

質問票の

パターン

→ Yes → 1000円 → Yes or No

→ No → 200円 → Yes or No

→ Yes → 3000円 → Yes or No

→ No → 500円 → Yes or No

→ Yes → 5000円 → Yes or No

→ No → 1000円 → Yes or No

→ Yes → 8000円 → Yes or No

→ No → 3000円 → Yes or No

→ Yes → 10000円 → Yes or No

→ No → 5000円 → Yes or No

二段階目の提示金額最初の提示額

500円

8000円

5000円

3000円

1000円

サンプル⑤

サンプル④

サンプル③

サンプル②

サンプル①
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70 歳以上は 19.2%を占める。また男性は 69.2%、女性は 30.8%を占める。旭日地区の人口

構成比は 65 歳以上が 43.8%であり、男性が 47.8%、女性が 52.2%であることから、本研

究の回答者の構成比は偏りが見られる。したがって、WTP 代表値は全ての住民の便益を

反映したものではないが、本研究は仮想評価法の適用可能性を検討することを目的とする

ことから、26 サンプルで分析を行うこととする。 

 1人あたりのWTP 代表値の推定にはパラメトリックな分析の一つであるランダム効用モ

デルを使用する。また、WTP 代表値を推定する際、平均値を用いると少数の高額回答が

大きく影響し過大に推計する可能性があることから、中央値を用いる。その結果、1 人あ

たりの WTP 代表値（中央値）は 6,320 円である。なお、サンプルが少ないため、母集団

とサンプルの構成比が異なるため、さらに検証が必要であるが、美迫池周辺に位置する国

東町治郎丸、綱井、重藤の 40 歳以上（回答者の年齢）の人口 640 人（2020 年）による総

便益は約 404 万円と推定できる。 

 次に WTP に影響する要因について検証する1。対数線形ロジットモデルを用いたフルモ

デル分析を行った結果、表 3 の通り、将来世代に残したいという遺贈価値が便益を大きく

することが明らかになった。また、WTP と個人属性の関係性を見ると、年齢が高いほど、

WTP が大きくなることが示された。一方で、性別や世帯収入、美迫池の来訪回数、所要

時間、世界農業遺産であることの認知の有無は便益に影響しない。 

 

表 3 仮想評価法による分析結果 

 

 

4．結論 

 近年、政策立案を科学的根拠に基づいて行うという EBPM（Evidence Based Policy 

Making）の必要性が主張されるようになってきた。しかし、農村景観が周辺住民や観光客、

 

1 WTPの要因を検証するには多重共線性を取り除く必要がある。したがって、変数間の相関を検証した。

質的データ同士の相関はクラメールの連関係数から、直接利用価値と代位価値の p 値が 0.007 で有意で

あった。また、量的データと質的データの相関は相関比から、年齢と生物的価値の p 値が 0.004 であり、

相関が見られた。したがって、年齢と生態系の維持のために残したいと感じる生物的価値は正の相関が

あるといえる。 

変数 係数

定数 13.287 0.051 *

ln(提示額) -2.650 0.005 ***

遺贈価値 3.116 0.038 **

年齢 0.138 0.018 **

対数尤度

WTP（中央値）

ｐ値

-17.113

6319.718
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地域社会にもたらす外部便益は評価が非常に困難であることから、エビデンスに基づかな

いまま政策判断が行われている。その背景には、多様な便益の体系化と便益の評価方法に

関する研究蓄積が少ないことが挙げられる。したがって、本研究は、適切な便益計測方法

を確立するために、国東市国東町の美迫池による景観を対象に、住民へのアンケート調査

によって便益の情報を収集し、仮想評価法を用いて便益を推定した。その際、年齢など、

WTP に影響すると考えられる属性情報を同時に収集し、便益の大きさに影響する要因を

検証した。 

分析結果から、1 人あたりの WTP は 6,320 円であり、美迫池は農業用水の確保・供給が

主な目的であるが、周辺住民は景観や憩いの場といった営農活動以外の価値を感じており、

公共性を持つことが明らかになった。このことは、補助金などの公的関与が必要なことを

示している。 

また、フルモデル分析による便益の決定要因分析によって、遺贈価値が WTP を大きく

することが明らかになった。つまり、周辺住民は将来世代の利用可能性を景観の便益とし

て意識しており、将来にわたって残したいと思わせる景観維持・存続の必要性を示してい

る。さらに年齢が高いほど、便益が大きくなることが明らかになった。 

本研究で残された課題について述べる。アンケートを収集した結果、サンプル数が 26サ

ンプルと非常に少なく、1 人の回答が便益の大きさや要因分析の結果に大きく影響する可

能性がある。さらに、サンプルが少ないことから回答者の構成比に偏りが見られ、旭日地

区の母集団を表していない。したがって、旭日地区の総便益を求めるにはサンプルをさら

に増やし、母集団の構成比に近づけることが求められる。また、美迫池の景観は周辺住民

だけでなく、観光客や旭日地区以外の住民に対して便益を与える可能性がある。このよう

なスピル・オーバー効果を検証するには、旭日地区の住民以外に対するアンケート調査を

実施することが必要である。 
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付録 アンケート調査票（初回提示額 500 円） 
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